
「かなかなかぞく」スタイルガイド
（キャラクター・ロゴ利用の手引き書）

神奈川県

平成28年４月１日施行
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【利用にあたっての注意】
〇 かなかなかぞくキャラクター・ロゴを利用する場合は、「神奈川県
キャラクターかなかなかぞくの利用に関する要綱」をご確認の上、必ず
利用許諾申請を行ってください。
なお、次のいずれかに該当する場合は、利用許諾申請は必要ありませ

ん。
・ 県が主体となって実施するイベント等で利用する場合
※ 政策局知事室広報戦略担当課長への事前連絡を要することと
します。

・ その他知事が認める場合・ その他知事が認める場合
〇 利用できるキャラクター・ロゴは４ページ以降に掲載しているイラス
トになります。利用許諾を行った場合にデータを提供しますので、利用
許諾通知書が届きましたら必要なイラストをお知らせください。

〇 提供したデータは基本的には加工等せずに、そのまま利用してくださ
い。

〇 場合によっては、左右反転に利用する、モノクロで利用するなども可
能ですので、政策局知事室広報企画グループにご相談ください。
・TEL：０４５－２１０－３６５５
・mail：kanakana@pref.kanagawa.jp
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